
秋田社会福祉専門学校 令和 2 年度実務者研修 募集要項 

◆受 講 期 間  令和２年１２月１日 ～ 令和３年 3 月 3１日 

◆募集締切日   令和２年 1１月２４日（火） 

◆定 員  10 名（最小催行員数４名） 

◆対 象 者  以下の研修修了者が対象 

           ①介護職員初任者研修 

           ②訪問介護養成研修 2 級（ホームヘルパー2 級） 

           ③訪問介護養成研修１級（ホームヘルパー１級）  

           ④介護職員基礎研修 

◆受 講 料 

  習得資格 受講時間数 受講料  

初任者研修 320 時間 75,000 円（税込み） 

ヘルパー２級 320 時間 75,000 円（税込み） 

ヘルパー１級 95 時間 55,000 円（税込み） 

基礎研修 50 時間 ４0,000 円（税込み） 

◆テキスト代  14、080 円（税込み）        

 
・本講習会は、教育訓練給付対象ではありません。 

・受講料及びテキスト代につきましては、受講決定通知書に振込用紙を同封 

いたしますので、11月30日（月）までご納入お願いいたします。 

◆修了認定    指定された全日程を履修され、修了評価に合格された方は、実務者研修修了

証書を取得することができます。 

◆申込み方法 「令和２年度 介護福祉士実務者研修受講申込書」に必要事項をご記入のう

え、郵便でお申し込みください。  

 ご連絡をいただいた方に申込書類を郵送または FAX いたします。 

通信課程（自宅学習とスクーリング）概要 

秋田社会福祉専門学校実務者研修は、通信課程です。 

通信課程とは、自宅学習とスクーリング（通学）を組み合わせた学習方法です。 

自宅学習では、テキスト学習後、課題（レポート課題）に取り組み、介護福祉士に

なるための必要な知識を習得し、スクーリングでは、「介護過程Ⅲ」「医療的ケア

演習」を学びます。自宅学習とスクーリングを平行して行う事により、疑問点を解

消し、より深い理解を得られます。 



◆通学日程  ※スクーリングが始まるまでは自宅学習となります 

 

区分 実施日 研修時間 時間数 

 

 

スクーリング 

介護過程 

２月 ７日（日） ９：３０～１７：３０ ７ 

２月１３日（土） ９：３０～１７：００ 6.5 

２月１４日（日） ９：３０～１７：００ 6.5 

２月２０日（土） ９：３０～１７：００ 6.5 

２月 2１日（日） ９：３０～１７：００ 6.5 

３月２８日（土） ９：３０～１７：００ 6.5 

３月２９日（日） ９：３０～１６：００ 5.5 

スクーリング 

医療的ケア 

（演習） 

①３月１5 日（月） 

②３月２２日（月） 

９：３０～１６：３０  

規定回数 

 

①３月１6 日（火） 

②３月２３日（火） 

９：３０～１６：３０ 

※やむを得ない事情により、上記日程が変更になる場合があります。 

 

◆講習会場   秋田社会福祉専門学校 

           （秋田市中通４丁目３-11 秋田駅西口徒歩 5 分） 

◆申込締切   令和２年 1１月２４日（火）必着 

◆申込・お問合せ 

   秋田社会福祉専門学校   電話：018-831-0294 平日８：３０～１７：３０ 

      

                        担当：菅原、宇佐美 

 

 



カリキュラム        ※保有資格によって受講時間・科目が異なります 

  保有資格 

科目 
時間数 

（時間） 
初任者研修 

ヘルパー 

2 級 

ヘルパー 

1 級 
基礎研修 無資格 

自 

宅 

学 

習 

人間の尊厳と自立 5 免除 免除 免除 免除 ● 

社会の理解Ⅰ 5 免除 免除 免除 免除 ● 

社会の理解Ⅱ 30 ● ● 免除 免除 ● 

介護の基本Ⅰ 10 免除 免除 免除 免除 ● 

介護の基本Ⅱ 20 ● 免除 免除 免除 ● 

コミュニケーション

技術 
20 ● ● 免除 免除 ● 

生活支援技術Ⅰ 20 免除 免除 免除 免除 ● 

生活支援技術Ⅱ 30 免除 免除 免除 免除 ● 

介護過程Ⅰ 20 免除 免除 免除 免除 ● 

介護過程Ⅱ 25 ● ● 免除 免除 ● 

発達と老化の理解Ⅰ 10 ● ● 免除 免除 ● 

発達と老化の理解Ⅱ 20 ● ● 免除 免除 ● 

認知症の理解Ⅰ 10 免除 ● 免除 免除 ● 

認知症の理解Ⅱ 20 ● ● 免除 免除 ● 

障害の理解Ⅰ 10 免除 ● 免除 免除 ● 

障害の理解Ⅱ 20 ● ● 免除 免除 ● 

こころとからだの 

しくみⅠ 
20 免除 免除 免除 免除 ● 

こころとからだの 

しくみⅡ 
60 ● ● 免除 免除 ● 

医療的ケア・通信 50 ● ● ● ● ● 

自宅学習科目数 10 科目 11 科目 1 科目 1 科目 19 科目 

自宅学習時間数（時間） 275 275 50 50 405 

ス 

ク 

｜ 

リ 

ン 

グ 

介護過程Ⅲ 45 時間 ● ● ● 免除 ● 

医療的ケア・演習 規定回数 ● ● ● ● ● 

スクーリング日数 9 日間 9 日間 9 日間 2 日間 9 日間 

スクーリング合計履修時間（時間） 320 320 95 50 450 

受講期間 ４カ月 ４カ月 1 カ月 1 カ月 6 カ月 

 



秋田社会福祉専門学校宛                   ※受講者番号 

                                         （記入不要） 

  

令和２年度 介護福祉士実務者研修 受講申込書 
       

申込日：令和   年   月   日 

 

ふりがな  性別 写真をはる位置 
縦 40 ㎜ 横 30 ㎜ 
 

運転免許証以外
の身分証明書添
付の場合のみ 

名 前 
 

印 
※修了証等に使用しますので、正確にご記入ください 

男 ・ 女 

生年月日 昭和 ・ 平成   年   月   日  （ 年齢    歳） 
 

 

住 所 
〒 

 

 

電話 
番号 

自  宅 携  帯 
  

お持ちの資格 
(レ点チェック) □初任者研修  □ホームヘルパー２級  □ホームヘルパー１級 □基礎研修 

 

現在の 

勤務先 

法人名 
 事業所名 

（施設名） 

 

住 所  

電話番号  勤続 
年数 

約  年  ヶ月 
（申込日現在） 

職務内容 介護職員・訪問介護員・その他（       ） 

□ 現在勤めていない 

 

  ◎申込書の記入は黒のボールペン（消せるボールペンは不可）を使用し、楷書で正確に記入してください。 

  ◎身分証明書として、運転免許証・健康保険証・住民票のいずれかコピーを申込書に添付ください。 

  ◎受講者の個人情報（氏名、住所、電話番号等）は、当該講座に関する通知等の送付および講座実施に関する連絡、講座受講

の本人確認の範囲内で利用させていただきます。 

  ◎ご提供いただいた個人情報は、プライバシーポリシーに基づき、厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません。 

 

【お問合せ】    学校法人伊藤学園 秋田社会福祉専門学校  

                         〒010‐1201 秋田市中通 4 丁目 3－11 電話 018－831-0294 菅原、宇佐美 



【新型コロナウイルス感染予防及び蔓延防止ご協力のお願い】 

 

 

実務者研修対面授業（スクーリング）の開催にあたり、「新型コロナウイルス」の感染予防策

について以下のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

1.スクーリング当日の注意事項 

 ①当日の体調について 

  当日の体温が37.5度以上の方は出席をご遠慮願います。また、当日いつもと違う体調の変

化（普段と異なる咳やだるさなど）を感じた際には、お申し出くださるようお願いいたし

ます。 

  ※事務局に欠席のご連絡をお願いいたします 

 ②受付時の検温について 

  当日は会場に入る前に受付で検温させていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 ③マスクの着用 

  当日はマスク着用とさせていただきますので、各自でご用意ください。 

  ※どうしてもご用意が間に合わない場合は受付時にお申し出願います。 

 ④手指消毒について 

  会場からの入退時には、その都度必ず設置してある消毒液をご使用ください。 

 ⑤換気にいて 

  スクーリング会場では、一定時間ごとに換気のため、窓や出入り口を開閉させていただき

ます。 

  会場の設備上、気温により常時開放可能な場合は開放します。 

  天気や気温による防寒対策等につきましては各自でご準備ください。 

 ⑥会場の飲食について 

  昼食など、会場内での飲食の際には、会話は必要最小限でお願いいたします。 

 

2.主催者：秋田社会福祉専門学校としてのスクーリングに対する配慮 

 ①体温計、手指消毒液の準備 

 ②換気の徹底 

 ③近距離接触の回避 

 

3.開催中止の可能性及びその後の対応について 

（1）以下の場合はスクーリングを急遽中止する場合がありますので、予めご了承ください。 

 ①秋田県より「緊急事態宣言（非常事態）」が発令された場合。※宣言解除まで各研修会等

は中止する。 

 ②秋田県が「レベル4以上」に引き上げた場合。県内で市中感染が広がり、クラスター発生

状態と判断される場合。 

 ③会場の市町村が「緊急事態宣言（非常事態）：県レベル4相当」の指標、判断とした場合。

または、会場地の市町村でクラスター発生し、講習日程に影響あると判断される場合。 

 ④開催会場の関係者に感染者、濃厚接触者、発熱者が確認された場合。 

 ⑤その他、新型コロナウイルス関連で何らかの判断が必要になった場合。 

 

（2）スクーリングが中止となった場合の対応 

 ①表記理由により急遽中止となった場合は、適宜県と連絡を取り、対応を検討いたします。 

 

4.検温・健康チェック表について 

 「検温・健康チェック表」への記載を行いスクーリング当日受付時に提出願います。 

 


